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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
ア
ビ
ガ
ン
の
承
認
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
ア
ビ
ガ
ン
の
承
認
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
厚
生
労
働
省
が
管
轄
す
る
観
察
研
究
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る

観
察
研
究
に
お
い
て
御
指
摘
の
ア
ビ
ガ
ン
錠
二
百
ミ
リ
グ
ラ
ム
（
以
下
「
本
剤
」
と
い
う
。
）
が
投
与
さ
れ
た
事
例
に
つ
い

て
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
の
新
興
・
再
興
感
染
症
に
対
す
る
革
新
的
医
薬
品
等
開
発
推
進
研
究

事
業
「
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

Ｃ
ｏ
Ｖ
二
感
染
無
症
状
・
軽
症
患
者
に
お
け
る
ウ
イ
ル
ス
量
低
減
効
果
の
検
討
を
目
的
と
し
た
フ
ァ
ビ

ピ
ラ
ビ
ル
の
多
施
設
非
盲
検
ラ
ン
ダ
ム
化
臨
床
試
験
お
よ
び
フ
ァ
ビ
ピ
ラ
ビ
ル
を
投
与
さ
れ
た
中
等
症
・
重
症
患
者
に
お
け

る
臨
床
経
過
の
検
討
を
目
的
と
し
た
多
施
設
観
察
研
究
」
等
に
お
い
て
、
令
和
三
年
二
月
一
日
時
点
で
、
約
一
万
例
に
投
与

さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

一
の
２
、
３
及
び
７
か
ら
９
ま
で
並
び
に
二
の
２
か
ら
６
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

本
剤
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
の
一
部
変
更
承
認
（
以
下
「
一
部
変
更

承
認
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
令
和
二
年
度
第
八
回
薬
事
・
食
品
衛
生
審



 

２ 

 

議
会
薬
事
分
科
会
医
薬
品
第
二
部
会
に
お
い
て
、
現
時
点
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
、
本
剤
の
有
効
性
を
明
確
に
判
断
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
現
在
実
施
中
の
臨
床
試
験
の
結
果
等
の
早
期
の
提
出
を
待
っ
て
、
再
審
議
す
る
と
判
断
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
今
後
は
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
本
剤
の
一

部
変
更
承
認
を
申
請
し
た
企
業
か
ら
提
出
さ
れ
る
臨
床
試
験
の
結
果
等
に
つ
い
て
の
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
上
で
、
再
度
同
部
会
に
お
い
て
本
剤
の
一
部
変
更
承
認
の
可
否
に
つ

い
て
審
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

 
 

現
在
、
同
部
会
に
お
け
る
再
審
議
に
向
け
て
、
機
構
に
お
い
て
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い

て
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
同
部
会
に
お
け
る
審
議
の
内
容
や
判
断
及
び
今
後
の
審
議
の
方
針
の
詳
細
、
機
構
に
お
け
る
審
査
の

内
容
の
詳
細
並
び
に
当
該
企
業
の
開
発
方
針
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
当
該
企
業
の
知
的
財
産
等
に
係
る

情
報
が
開
示
さ
れ
、
特
定
の
者
に
不
当
に
利
益
を
与
え
、
又
は
不
利
益
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と

は
差
し
控
え
た
い
。 

一
の
４
に
つ
い
て 

 
 

本
剤
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
四
月
七
日
に
緊
急
無
償
資
金
協
力
の
実
施
を
決
定
し
、
令
和
三
年
二
月
一
日
時
点
で
、
ア



 

３ 

 

イ
ス
ラ
ン
ド
共
和
国
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
ア
ル
バ
ニ
ア
共
和
国
、
ア
ル
メ
ニ
ア
共
和
国
、
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー

ダ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
、
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
、
エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国
、
オ
ラ
ン

ダ
王
国
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
、
カ
タ
ー
ル
国
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
、
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
国
、
ク
ロ

ア
チ
ア
共
和
国
、
コ
ソ
ボ
共
和
国
、
サ
ン
マ
リ
ノ
共
和
国
、
ジ
ブ
チ
共
和
国
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国
、
ス
ロ

ベ
ニ
ア
共
和
国
、
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
、
チ
ェ
コ
共
和
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
王
国
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
ト
ル
コ
共
和
国
、
パ
ナ

マ
共
和
国
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
民
共
和
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
、
ブ
ー
タ
ン
王
国
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和

国
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
共
和
国
、

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
、
モ
ル
ド
バ
共
和
国
、
モ
ン
ゴ
ル
国
、
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
、
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
、
ル
ー
マ
ニ
ア

及
び
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国
の
四
十
五
箇
国
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
原
則
と
し
て
二
十
人
分
、
最
大
で
百
人
分
を
供
与

し
た
。
ま
た
、
各
国
に
対
し
て
供
与
し
た
本
剤
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
備
蓄
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。 

一
の
５
に
つ
い
て 

 
 

本
剤
の
各
国
に
対
す
る
供
与
に
当
た
っ
て
は
、
相
手
国
と
の
間
で
、
本
剤
の
使
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
臨
床
研
究
の
結
果

を
我
が
国
に
提
供
す
る
こ
と
を
文
書
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。 



 

４ 

 

一
の
６
に
つ
い
て 

 
 

海
外
に
お
い
て
本
剤
が
投
与
さ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
等
を
含
め
、
政
府
と
し
て
網
羅
的
に
把
握
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
本
剤
と
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、Dr.Reddy's Laboratories Ltd.

に
お
い
て
、
「Avigan

」
と
の
商
品
名
の
「favipiravir

」
を

有
効
成
分
と
す
る
薬
剤
に
つ
い
て
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
国
及
び
北
米
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
臨
床
試

験
を
行
っ
て
い
る
旨
が
公
表
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

二
の
１
及
び
８
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
有
効
性
の
判
断
指
標
」
及
び
「
有
用
性
の
承
認
基
準
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
の
っ
と
り
、
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
承
認
（
以
下
「
承
認
」
と
い
う
。
）
又
は
一
部
変
更
承
認
の
申
請
に
係
る
効
能
又
は
効
果
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
、
当
該
申
請
に
係
る
効
能
又
は
効
果
に
比
し
て
著
し
く
有
害
な
作
用
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使

用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
等
の
該
当
性
に
つ
い
て
、
機
構
に
お
い
て
審
査
が
行
わ
れ
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会

に
お
け
る
議
論
を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
が
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。 



 

５ 

 

二
の
７
に
つ
い
て 

 
 

一
般
的
に
、
承
認
又
は
一
部
変
更
承
認
を
申
請
す
る
企
業
が
、
当
該
企
業
の
判
断
に
よ
り
、
事
前
に
、
機
構
に
対
し
て
、

治
験
実
施
計
画
書
の
内
容
等
に
つ
い
て
相
談
す
る
こ
と
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

一
般
的
に
、
政
府
か
ら
行
う
助
言
等
に
は
、
例
え
ば
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
議
論
の
結
果
の
伝
達
等
が
あ
り
、
機

構
か
ら
行
う
助
言
等
に
は
、
例
え
ば
、
治
験
薬
の
臨
床
試
験
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
臨
床
試
験
の

結
果
等
に
基
づ
く
助
言
等
が
あ
る
が
、
本
剤
に
係
る
助
言
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
剤
の
一
部
変
更
承
認
を
申
請
し
た
企
業
の

知
的
財
産
等
に
係
る
情
報
が
含
ま
れ
る
た
め
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 


